
 

 

 

 

 

～ 盛土規制法の運用開始に伴う届出について ～ 

本県では、盛土等に伴う災害を防止し、住民の生命及び財産の保護を図るため、

令和７年４月１日から 「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）」 の規制区

域を指定し、運用を開始します。 

令和７年３月３１日以前に下記の土地の形質変更（盛土・切土）を伴う工事や一

時的な土石の堆積に着手し、令和７年 4 月 1 日以降も引続き工事等を行う場合は、

令和７年４月２１日までに山口県建築指導課への届出が必要です。 

 

１ 届出対象の工事・規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 「崖」：地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地 

※ ⑤は盛土・切土前後の標高差50cm超が対象 

(1) 土地の形質変更（盛土・切土） (2) 一時的な土石の堆積 

〈対象規模〉 〈対象規模〉 

〈対象工事〉 〈対象工事〉 

〈規制区域図〉 
山口県オープンデータマップ 

〈法の概要・届出様式等〉 
山口県建築指導課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

【 参 考 】 

 
令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 時 点 で 工 事 中 の 
「 盛 土 ・ 切 土 」「 土 石 の 堆 積 」 は 、 
４ 月 ２ １ 日 ま で に 届 出 が 必 要 で す 。 

※ ⑦は土石の堆積前後の標高差50cm超が対象 

別 紙 



 
２ 届出書類 

■ 届出書様式 

(1) 土地の形質変更（盛土・切土） 

様式第十五（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書） 

(2) 一時的な土石の堆積 

様式第十六（土石の堆積に関する工事の届出書） 

■ 添付書類 

名称 明示する必要がある事項 

位 置 図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 

地 形 図 縮尺、方位、土地の境界線、等高線（２ｍの標高差を示すこと） 

土 地 の 

平 面 図 

(1) 土地の形質変更（盛土・切土） 

・縮尺、方位 

・土地の境界線、盛土又は切土をする土地の部分 

・崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設、地滑り抑止ぐい、グラウンドアンカーそ

の他の土留の位置 

(2) 一時的な土石の堆積 

・縮尺、方位 

・土地の境界線 

・勾配が 1/10 を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講

ずる位置及び当該措置の内容 

・空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置 

・雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容 

・堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の

内容 

写 真 工事を行っている土地及び周辺の状況を明らかにする写真 
 

３ 留意事項 

・開発許可、林地開発許可など他法令の許可を受けた工事についても盛土規制法の届出が必要です。 

・他法令の許可を受けた工事であって、令和７年４月１日時点で未着手の工事については、工事着手

前に盛土規制法の許可が必要となる場合があります。 

・届出の方法など、具体的な手続の内容については、山口県建築指導課のホームページで公表します。 

 
４ 公表に関すること 

届出がされた内容については、山口県建築指導課のホームページ上で公表します。 

 【公表事項】 

・工事が施行される土地の所在地 

・宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図 

 ・工事の届出年月日 

・工事主または工事施行者の氏名又は名称 

 ・工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日 

 ・盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ 

 ・盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積 

 ・盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量 

 

５ お問い合わせ先 

山口県 建築指導課 開発審査班：083-933-3866 

山口県 森林整備課 林地保全班：083-933-3480 

Eメール（共通）：morido@pref.yamaguchi.lg.jp 

山口県建築指導課ホームページ ▷ https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/209830.html 


